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特別保育実施期間の延長等へのご協力について 

 

 平素より新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解と御協力を 

いただき感謝申し上げます。 

さて、今般、同感染症の感染急拡大を食い止めるため、本市内の就

学前教育保育施設において、通常保育を休止し、医療従事者等である

保護者、社会生活を維持するために就業を継続することが必要な保

護者及び特別な事情のある保護者の園児に限定した「特別保育」を 

８月２０日から実施してまいりました。 

 保護者及び雇用主の皆様の特別保育の実施に対するご理解とご協

力により、園児の登園率は減少し、感染拡大防止に一定の効果を得た

ものの、依然として感染状況に留意が必要です。 

 そのため、特別保育の実施期間について、９月４日（土）まで延長

することといたしました。特別保育の延長について、市民の皆様には、

何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

なお、施設内感染の多くは、主に園児の家庭内感染によるものです。

園児の同居家族に、体調不良者や濃厚接触者、または PCR検査の結

果確認中の者がいる場合、園児の登園を控えたことにより、後に園

児に感染が確認された場合であっても、休園に至らずに済んだ事例

が数多くあります。特別保育対象職種に就く保護者の皆様について

は、家庭保育が可能な日に加えて、同居家族に体調不良者等がいる

場合も登園自粛にご協力くださるようお願いいたします。 

保護者の皆様の感染防止対策への協力により、施設内での感染拡

大防止が図られ、園児や施設職員の感染防止はもとより、休園等によ

る保護者の皆様の就業への影響を最小限に食い止めることが可能で

す。 

また、雇用主の皆様におかれましては、特別保育の実施や登園自粛

への協力に係る従業員の皆様の在宅勤務又は休暇等の取得について、

国において創設の両立支援等助成金の活用等もご検討の上、引き続

きご配慮くださるよう併せてお願い申し上げます。 
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